
災害時保健活動の体制づくりについて 

地域保健福祉課 

地域防災計画に沿った活動ができることをめざし、関係機関と実働を意識した体

制の整備に努めている。 

 

１ 所内体制及び各職員の資質向上 

発災時等非常時には、いずれの職員であっても必要な活動を判断、実施できるよ

うマニュアル等の整備や状況を定期的に確認、訓練している。 

 （１）マニュアル等の整備と見直し 

管内療養者の災害時要配慮者リストの随時更新や、災害時実働マニュアル

(超急性期編/急性期編)等の定期的な見直しを行っている。 

 （２）所内研修等による周知(共有)と訓練(トレーニング) 

要配慮者リストや災害時実働マニュアル等の見直し等を共有する他、実際の

活動に関する情報共有や訓練など行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 地域との連携 

災害等発生時の活動を円滑にするための情報共有と実働に向けた調整を行って

いる。 

 

 （１）海匝保健所管内保健師業務連絡研究会(3 回/年)の実施 

『「応援・受援体制」の確保に向けて』を年間計画として、各市、保健所の防

災計画やガイドラインの概要共有と具体的な活動にあたってのシミュレーシ

ョンを行っている。実働を踏まえ防災担当課や他業種の参加も得ている。 

 （２）海匝保健所管内行政栄養士業務研究会(3 回/年)の実施 

災害時の食支援をテーマに、フェーズごとの支援活動の内容を検討する他、

啓発用リーフレットや避難所等で使用可能なコミュニケーションボードなど

の作成を行っている。 

 （３）調整会議及び訓練等への積極的参加 

旭市自立支援協議会災害対策プロジェクト等へ参加している。 
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(急性期編)抜粋 



 

 

３ 県民への啓発 

長期療養の方と家族の方へ、「平時の備え」等の啓発や、個別避難計画等作成時の

関係機関との調整に関する協力など行っている。 

 

啓発チラシ(部分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


